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入札・契約手続き等確認結果

所管部署
業務室会場調整部会場調整課

FA：Venue Management

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団
〇財団（施設利用者）と施設運営事業者の２者による
協定において、大会期間における清掃及び廃棄物処理
については、財団が実施しその費用を負担する旨に加
え、施設の維持管理との共存を図るため、施設運営事
業者が施設の維持管理に伴い契約している既存事業者
と財団が直接契約することを原則とする旨が定められ
ている。

契約方法 特別契約（特命随意契約）

内　　容

【目的】
　大会期間中、国立競技場において、事務室・通路・トイレ等の掃
除やごみの回収などの清掃業務を委託する。

【主な業務内容】
〇掃除業務
　事務室・客席・通路・トイレ・更衣室等を清掃し、ごみや汚れを
除去する作業
〇ごみの回収
　ごみ箱からごみを回収し、種類別に分別して廃棄物保管場所まで
運搬する作業
　

【契約期間】
　契約確定の日の翌日から令和７年10月31日まで

契約締結前付議理由

付議基準

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
東京2025世界陸上競技選手権大会における

国立競技場清掃業務委託 契約方法が競争入札以外の場合の理由



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 東京2025世界陸上競技選手権大会における国立競技場清掃業務委託
契約方式 特別契約（特命随意契約）

確認内容 備　考
契約手続きの適正性
発注組織での意思決定プロセスの
手続きが適正に取られたものである
こと

●本案件は、公益財団法人東京2025世界陸上財団での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行わ
れていることを確認した。

大会経費として妥当なものであること

●本案件は、東京2025世界陸上競技選手権大会の準備・運営における国立競技場の清掃に係る事業であり、
財団の役割に基づく業務内容であることを確認した。

●運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容が
適切なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が明記されていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●大会の準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

公費の対象として適切なものである
こと ●東京の価値向上に資する大会開催に向け、必要な環境整備を行う経費であることを確認した。

契約方式の精査・確認

契約方式が妥当なものであること ●競争入札によらずその事業者以外には契約の履行ができない等の理由により特定の事業者を指定する方式が
妥当であることを確認した。

確認の視点



資料２

　

入札・契約手続き等確認結果

所管部署
業務室広報･ﾒﾃﾞｨｱ部広報･ﾒﾃﾞｨｱ課
FA：PR & Promotion Campaigns

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団
〇靖国通りは靖国通り商店街連合会にて運営されてい
るが、フラッグの掲出業務については、靖国通り商店
街連合会が指定代理店を認定している。

契約方法 特別契約（特命随意契約）

内　　容

【目的】
　大会において、マラソンコース上に街路灯フラッグを掲出し、街
中を装飾することにより、本大会の気運醸成とともに、世界に誇る
江戸文化の魅力を国内外に発信することを目的とする。

【主な業務内容】
　掲出場所：靖国通り（神保町交差点～須田町交差点手前）
　掲出枚数：72枚
〇フラッグ掲出に必要な資料作成・情報提供
〇掲出に必要な調整、手続きの実施
〇フラッグの作成及び掲出・撤去
〇商店街との調整

【契約期間】
　契約確定の日の翌日から令和７年10月31日まで

契約締結前付議理由

付議基準

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
東京 2025 世界陸上マラソンコースへの

街路灯フラッグ掲出業務委託（靖国通り） 契約方法が競争入札以外の場合の理由



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 東京 2025 世界陸上マラソンコースへの街路灯フラッグ掲出業務委託（靖国通り）
契約方式 特別契約（特命随意契約）

確認内容 備　考
契約手続きの適正性

発注組織での意思決定プロセスの
手続きが適正に取られたものである
こと

●本案件は、公益財団法人東京2025世界陸上財団での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行わ
れていることを確認した。

大会経費として妥当なものであること

●本案件は、東京2025世界陸上競技選手権大会の準備・運営における街路灯フラッグの掲出に係る事業であ
り、財団の役割に基づく業務内容であることを確認した。

●運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容が
適切なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が明記されていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●大会の準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

契約方式の精査・確認

契約方式が妥当なものであること ●競争入札によらずその事業者以外には契約の履行ができない等の理由により特定の事業者を指定する方式が
妥当であることを確認した。

確認の視点
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所管部署
業務室業務開発部業務開発課

FA：Marketing

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団

契約方法 一般競争入札

内　　容

○協賛基準額は3,000万円とし、「デジタル屋外広告の掲出」を内容とする現物協
賛（VIK）とする。

〇入札にあたっては、参加事業者が「現物協賛の基準」を満たすデジタル屋外広告
の掲出枠を提示し、最も高い指標を示した事業者を優先交渉者（落札候補者）に決
定

〇入札時に優先交渉者が提示した現物出資（VIK）の供給内容に基づき、協賛基準
額を契約額とする「デジタル屋外広告の掲出に係る業務委託（VIKに係る供給契
約）」を締結する。

【スポンサーシップ契約】
　カテゴリー：デジタル屋外広告
　契約期間：契約締結日から令和７年12月21日まで
　協賛基準額：３０，０００，０００円（税抜）

【デジタル屋外広告の掲出に係る業務委託】
　概要：デジタル屋外広告の掲出（協賛入札時の提示内容）
　契約期間：契約締結日から令和７年10月31日まで
　契約額：協賛基準額

入札・契約手続き等確認結果

別紙のとおり

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通 契約締結前付議理由

付議基準 収入案件（スポンサー契約関係）

件名

・東京2025世界陸上サプライヤー（デジタル屋外広告）スポン
サーシップ契約
・東京2025世界陸上競技選手権大会におけるデジタル屋外広告の
掲出に係る業務委託（VIKに係る供給契約）



スポンサー契約に向けた手続き・スケジュール

○ スポンサー契約について、以下の手続を経て、適正に審査を実施

別紙

契約・調達委員会（契約手続前）
契約・調達管理会議（契約手続前）

契約・調達会議（資格審査）

契約・調達委員会（契約締結前）
契約・調達管理会議（契約締結前）

財団理事会

公示・希望票受付（6/12-6/18）

入札期間（6/25〜7/1）

＜ 6/9＞

＜ 6/11 ＞

＜ 6/19 ＞

＜ 7/4 ＞
＜ 7/9＞

＜ 7月16日(予定)＞

WA承認 ＜ 〜理事会までの間＞



スポンサー契約について世陸財団が審査した事項
契約・調達管理会議に先立ち、世陸財団で以下の事項について審査し、当該契約候補者（優先交渉者）と契約することを了承

審査（確認）者審査
日審査した内容審査事項

契約・調達委員会
（事務次長、総務部長、企画部長、財
務部長、業務開発部長、原澤弁護士、
黒石公認会計士）

6/9
■入札参加希望者について以下の点を審査
・拠点を日本国内に有する企業、団体等の法人その他組織及び団体
・公募を行った製品／サービスカテゴリーを事業内容とする者
・入札時に提示した入札書及び入札説明書別紙の内容によりデジタ
ル屋外広告業務委託契約を締結することに同意する者

入札参加資格
等に関する事
項 契約・調達会議

（財務部長、総務課長、予算課長兼
会計課長）

6/19

業務開発部長6/19■当財団の役職員における利益相反行為の対象となる取引相手とな
る者が入札参加希望者にいないこと

利益相反に関
する事項

業務開発部長7/1
開札■入札参加者の入札内容を確認し、協賛基準額において、最も高い

デジタル屋外広告効果指標を提示した者を優先交渉者（落札候補
者）としていること

入札経過等に
関する事項 契約・調達委員会

（事務次長、総務部長、企画部長、財
務部長、業務開発部長、原澤弁護士、
黒石公認会計士）

7/4

入札説明書の参加資格要件を審査

※契約・調達委員会では、6月12日の入札参加募集、6月19日の契
約・調達会議での資格審査、7月1日の開札までの経過等も確認

入札参加希望者の参加資格の有無を審査



収入案件　個別確認表（契約締結前）

案件名 東京2025世界陸上サプライヤー（デジタル屋外広告）スポンサーシップ契約
契約方式 競争入札（一般競争入札）

確認内容 備　考
入札経過に関する事項

入札額が適当であること
●財団にて、以下について適切な確認が行われたことを確認した。

　　・入札参加者の入札内容を確認し、協賛基準額において、最も高いデジタル屋外広告効果指標を提示した

契約候補者に関する事項

入札参加資格を満たしている
こと

●財団にて、以下について適切な確認が行われたことを確認した。

　　・拠点を日本国内に有する企業、団体等である
　　・公募を行った製品/サービスカテゴリーを事業内容としている

欠格事由に該当しないこと

●財団にて、以下について適切な確認が行われたことを確認した。

　　・破産手続、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受けた者でない
　　・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でない
　　・大会のイメージが損なわれるおそれがあるなど、スポンサーとなることが適当でないと認められる者でない

利益相反に関する事項

利害関係がないこと
●財団にて、以下について適切な確認が行われたことを確認した。

　　・当契約の意思決定に関与する財団の役職員に、契約候補者と利害関係を有する者がいない

確認の視点



資料４

　

区分 その他

共　　　通

件名 クオカードの買入れ（単価契約） 契約方法が競争入札以外の場合の理由

入札・契約手続き等確認結果

開札日時：令和７年７月１日13時

財団において、仕様内容や予定価格設定の妥当性について、
改めて問題がなかったことを確認している。また、競争性と
公平性が確保され、適正な競争が行われた結果であることを
確認している。

所管部署
総務企画室総務部総合調整課

FA：Volunteers

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団

契約方法 競争入札（希望制指名競争入札）

内　　容

【目的】
　大会のボランティア及びコラボレーター（ロード競技、チーム
ホテルに配置される者のみ）を対象に食費相当分として配布する
クオカード（券面1,000円）を購入する。

【想定数量】26,000枚

【契約期間】
　契約確定の日の翌日から令和７年９月30日まで 契約締結前付議理由

付議基準 入札結果が「高落札率」



落札項目

所管部署

契約番号

開札日時

開札場所

件名

落札者氏名

落札者住所

落札金額

備考

No 入札者氏名

1 株式会社東武百貨店

2 株式会社ティーガイア

3 株式会社大丸松坂屋百貨店

4 株式会社グロップ

5 株式会社イムラ

6 ナカバヤシ株式会社

・落札金額は、入札金額に記載している金額に100分の10に相当する金額を加算したものである（１円未満の端数が生じたときは、

その端数金額を切り捨てる（単数単価契約の場合を除く。）。）。

令和７年７月１日　　13時00分

入札経過調書

落札者情報

採用内容

総務企画室総務部総合調整課

07-037

公益財団法人東京2025世界陸上財団

クオカードの買入れ（単価契約）

株式会社東武百貨店

東京都豊島区西池袋１－１－２５

26,650,000円

・入札金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額である。

入札金額（税抜） 備考

26,650,000円

26,653,500円

26,806,000円

27,093,500円

29,790,000円

27,043,500円

入札経過情報



契約・調達案件　個別確認表（契約締結前）

案件名 クオカードの買入れ（単価契約）
契約方式 競争入札（希望制指名競争入札）

確認内容 備　考
落札価格及び契約締結の適正性

指名業者数が適切であること ●財団の指名業者選定基準等に基づき、契約区分及び予定価格に応じた適切な数の業者を指名していること
を確認した。

業者選定理由が適切であるこ
と

●東京都の「指名停止等一覧」などに基づき、不適格事業者でないことを確認した。

●履行実績等を踏まえ、業者を選定した理由が適切なものであることを確認した。

●業者の選定にあたり、利益相反の立場にある者が意思決定過程に関与していないことを確認した。

落札価格が予定価格を超過し
ていないこと ●落札価格が予定価格を超過していないことを確認した。

その他

1者入札かつ高落札率である
が、入札手続き等が適正であ
ること

●無理のない履行期間となっていることや競争性を排除するような仕様となっていないことを確認した。
●入札方法が妥当な方法であることを再確認した。
●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

確認の視点


